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健全化判断比率及び資金不足比率の審査意見

第１ 審査の対象

１ 平成２２年度 健全化判断比率

（１） 実質赤字比率

（２） 連結実質赤字比率

（３） 実質公債費比率

（４） 将来負担比率

２ 平成２２年度 資金不足比率

３ １及び２の算定の基礎となる事項を記載した書類

第２ 審査の期間

平成２３年８月２９日から平成２３年９月９日まで

第３ 審査の方法

審査は，健全化判断比率及び資金不足率並びにその算定の基礎となる事項を記載し

た書類が，地方公共団体の財政の健全化に関する法律その他関係法令等に従い適正に

作成されているかを，関係書類を照合審査するとともに関係職員から説明を聴取する

など，一般に公正妥当と認められる審査手続きにより実施した。

第４ 審査の結果

審査に付された，健全化判断比率及び資金不足比率並びに算定の基礎となる事項を

記載した書類は，いずれも関係法令等に準拠して作成され，その算定は正確であるこ

とを認めた。

審査の概要並びにそれに対する意見は，次のとおりである。
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１ 算定対象会計

健全化判断比率及び資金不足比率の算定対象となる会計の区分は，次のとおりである。

一般事業組合

広 域 連 合

広島県市町職員退職手当組合

広島県市町公務災害補償連合

宮 島 競 艇 施 行 組 合

広島県後期高齢者医療広域連合

地 方 公 社

第三セクター

大 竹 市 土 地 開 発 公 社

広 島 県 信 用 保 証 協 会

債務補償をしている法人等がある場合，将来負担比率の算定対象となる。

普
通
会
計

一 般 会 計

一般会計に属

する特別会計

港湾及び漁港施設管理受託特別会計

公 共 用 地 先 行 取 得 特 別 会 計

公

営

企

業

会

計

一般会計以外に

属する特別会計

のうち公営企業

に係る特別会計

以外の特別会計

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

介 護 保 険 特 別 会 計

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

老 人 保 健 特 別 会 計

法適用公営企業

水 道 事 業 会 計

工 業 用 水 道 事 業 会 計

公 共 下 水 道 事 業 会 計

法非適用

公営企業

農 業 集 落 排 水 特 別 会 計

漁 業 集 落 排 水 特 別 会 計

土 地 造 成 特 別 会 計

実
質
赤
字
比
率

連

結

実

質

赤

字

比

率

実

質

公

債

費

比

率

将

来

負

担

比

率

資
金
不
足
比
率
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２ 健全化判断比率

健全化判断比率の状況は，次のとおりである。

（単位：％,ポイント）

区 分 平成 22 年度 平成 21 年度 増 減
早期健全

化基準

財政再生

基準

実 質 赤 字 比 率 －

(△0.42)

－

(△0.59)

－

（0.17）

13.88 20.0

連結実質赤字比率 －

（△22.03）

－

（△18.99）

－

(△3.04)

18.88 40.0

実質公債費比率 16.0 15.4 0.6 25.0 35.0

将 来 負 担 比 率 235.5 246.3 Δ10.8 350.0 －

（注）実質赤字比率及び連結実質赤字比率については，算定した結果が赤字でないため「－」で表示した。

各比率の（ ）内の数値は計算結果に基づく数値を参考として表示した。

実質赤字比率及び連結実質赤字比率については，算定した結果，該当の数値はない。

実質公債比率は 16.0％で，前年度に比べ 0.6 ポイント悪化している。なお，早期健全化

基準（25.0％）及び財政再生基準(35.0％）については下回っている。

将来負担比率は 235.5％で，前年度に比べて 10.8 ポイント改善している。なお，早期健

全化基準（350.0％）を下回っている。

本市の比率は，いずれも国の示す基準では，財政の健全段階の範囲内である。

[早期健全化基準，財政再生基準の適用]

・地方公共団体の財政破綻を未然に防ぐために「早期健全化基準」，「財政再生基準」の

２段階で財政悪化をチェックすることが目的である。

・健全化判断比率のうち，いずれかが早期健全化基準以上の場合には，議会の議決を経

て財政健全化計画を定めることとなる。

・財政健全化計画の実施状況を踏まえ，財政の早期健全化が著しく困難と認められると

きは，国等の関与により，確実な財政再生が行われることとなる。
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(1) 実質赤字比率

福祉，教育，まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し，

財政運営の深刻度を示すもので，比率は次の算式による。

実質赤字比率 ＝

本市の実質収支額は 3,178 万 6 万円の黒字となっているため，実質赤字比率の算定で

はなく，参考としての比率を求めたところΔ0.42％となり，前年度と比べると 0.17 ポイ

ント悪化している。なお，自主的な改善努力による財政健全化を図るための早期健全化

基準（13.88％）との差は 14.30 ポイントとなっている。

（単位：％,ポイント）

区 分 平成 22 年度 平成 21 年度 増 減

本市の参考比率 Ａ/Ｂ Δ0.42 Δ0.59 0.17

（単位：千円,％）

区 分
実 質 収 支 額

増減額 増減率
平成 22 年度 平成 21 年度

一 般 会 計 7,967 22,896 Δ14,929 Δ65.2

一 般 会 計 等 に 属 す る 特 別 会 計 23,819 21,000 2,819 13.4

港 湾 及 び 漁 港 施 設 管 理 受 託 特 別 会 計 23,819 21,000 2,819 13.4

公 共 用 地 先 行 取 得 特 別 会 計 0 0 0 －

合 計 Ａ 31,786 43,896 Δ12,110 Δ27.5

標 準 財 政 規 模 Ｂ 7,518,400 7,376,288 142,112 1.9

実質収支額の３会計の合計は 3,178 万円で，前年度に比べ 1,211 万円（27.5％）の減

少となっている。これは主として，一般会計の実質収支額が減少したことによるもので

ある。

[標準財政規模] （単位：千円,％）

区 分 平成 22 年度 平成 21 年度 増減額 増減率

標 準 税 収 入 額 等 6,071,147 6,591,851 Δ520,704 Δ7.8

普 通 交 付 税 額 752,069 374,433 377,636 100.8

臨 時 財 政 対 策 債 695,184 410,004 285,180 69.5

合 計 7,518,400 7,376,288 142,112 1.9

（注）標準財政規模とは，地方公共団体の市税・譲与税・普通交付税などの標準的な規模を示すもの。

一般会計等の実質赤字額 Ａ
―――――――――――――――

標準財政規模 Ｂ
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標準財政規模は，標準税収入額 60 億 7,114 万円，普通交付税額 7 億 5,206 万円，臨

時財政対策債 6 億 9,518 万円の合計額 75 億 1,840 万円である。標準財政規模は前年度

に比べ 1 億 4,211 万円（1.9％）の増加となっている。

(2) 連結実質赤字比率

すべての会計の赤字や黒字を合算し，地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化

し，運営の深刻度を示すもので，比率は次の算式による。

連結実質赤字比率 ＝

本市の連結実質収支額等は 16 億 5,703 万円の黒字となっているため，連結実質赤字

比率の算定ではなく，参考としての比率を求めたところΔ22.03％となり，前年度に比

べ 3.04 ポイントの改善になっている。なお，自主的な改善努力による財政健全化を図る

ための早期健全化基準（18.88％）との差は 40.91 ポイントとなっている。

（単位：％,ポイント）

区 分 平成 22 年度 平成 21 年度 増 減

本市の参考比率 （Ａ＋Ｂ）/Ｃ Δ22.03 Δ18.99 Δ3.04

（単位：千円,％）

区 分
実 質 収 支 額

増減額 増減率
平成 22 年度 平成 21 年度

一 般 会 計 7,967 22,896 Δ14,929 Δ65.2
一般会計等

に属する特

別会計

港湾及び漁港施設管理受託特別会計 23,819 21,000 2,819 13.4

公共用地先行取得特別会計 0 0 0 －
一般会計等

以外の特別

会計のうち

公営企業に

係る特別会

計以外の特

別会計

国民健康保険特別会計 20,380 5,990 14,390 240.2

介護保険特別会計 8,332 18,927 Δ10,595 Δ55.9

後期高齢者医療特別会計 1,749 2,434 Δ685 Δ28.1

老人保健特別会計 0 0 0 －

小 計 Ａ 62,247 71,247 Δ9,000 Δ12.6

区 分
資 金 剰 余 額

増減額 増減率
平成 22 年度 平成 21 年度

法適用企業

水道事業会計 832,307 754,249 78,058 10.3

工業用水道事業会計 445,439 319,373 126,066 39.4

公共下水道事業会計 317,002 256,449 60,553 23.6

法非適用

企業

農業集落排水特別会計 0 0 0 －

漁業集落排水特別会計 0 0 0 －

土地造成特別会計 0 0 0 －

小 計 Ｂ 1,594,784 1,330,071 264,713 19.9

合 計 Ａ＋Ｂ 1,657,031 1,401,318 255,713 18.2

標 準 財 政 規 模 Ｃ 7,518,400 7,376,288 142,112 1.9

―――――――――――――――
連結実質赤字額 （Ａ＋Ｂ）

標準財政規模 Ｃ
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連結実質収支額等の合計は 16 億 5,703 万円で，前年度に比べ 2 億 5,571 万円の増加

となっている。これは主として水道事業・工業用水道事業・公共下水道事業会計の資金

剰余額が増加したことによるものである。

(3) 実質公債費比率

借入金の返済額及びこれに準ずる額の大きさを指標化し，資金繰りの危険度を示した

もので，比率は次の算式による。

＝

実質公債比率は，次表のとおりである。

（単位：％,ポイント）

区 分 平成 22 年度 平成 21 年度 増 減

実質公債費比率（３ヵ年平均） 16.0 15.4 0.6

（単位：千円,％,ポイント）

区 分 平成 22 年度 平成 21 年度 増 減

Ａ 元 利 償 還 金 1,977,056 1,937,256 39,800

Ｂ 準 元 利 償 還 金 432,044 409,605 22,439

（Ａ＋Ｂ）計 2,409,100 2,346,861 62,239

Ｃ 特 定 財 源 186,996 189,059 Δ2,063

Ｄ
元利償還金・準元利償還金に

係る基準財政需要額算入額
1,156,543 1,149,691 6,852

（Ｃ＋Ｄ）計 1,343,539 1,338,750 4,789

Ｅ 標 準 財 政 規 模 7,518,400 7,376,288 142,112

実質公債費比率（単年度） 16.7 16.2 0.5

（注）平成 20年度 実質公債費比率（単年度） 15.3％

実質公債費比率は 16.0％で，前年度に比べ 0.6 ポイント悪化しているが，早期健全化

基準（25.0％）を下回った数値となっている。また，単年度で比較してみると，当年度

は前年度に比べ 0.5 ポイント悪化している。これは主として地方債の元利償還金・準元

利償還金が増加したことによるものである。

実質公債

費 比 率

（元利償還金 Ａ＋準元利償還 Ｂ） ―

（特定財源 Ｃ＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 Ｄ）
――――――――――――――――――――――――――――― の３ヵ年平均

（標準財政規模 Ｅ） ―

（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 Ｄ）
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（ア） 元利償還金，準元利償還金の状況について

（単位：千円,％）

区 分 平成 22 年度 平成 21 年度 増減額 増減率

元利償還金（一般会計等） （注 1） 1,977,056 1,937,256 39,800 2.0

準 元 利 償 還 金 （注 2） 432,044 409,605 22,439 5.4

水道事業会計 5,535 6,289 Δ754 Δ11.9

工業用水道事業会計 75 73 2 2.7

公共下水道事業会計 164,370 155,292 9,078 5.8

農業集落排水事業特別会計 14,765 14,870 Δ105 Δ0.7

漁業集落排水事業特別会計 6,618 7,053 Δ435 Δ6.1

土地造成特別会計 238,436 225,283 13,153 5.8

公債費に準ずる債務負担行為額 225 364 Δ139 Δ38.1

一時借入金利子 2,020 381 1,639 430.1

合 計 2,409,100 2,346,861 62,239 2.6

（注1） 元利償還金は，一般会計等の公債費である。

（注2） 準元利償還金は，主として公営事業会計の支払う元利償還への一般会計からの繰出金や将来の支払

いを約束した債務負担行為額である。

元利償還金及び準元利償還金は 24 億 910 万円で，前年度に比べ 6,223 万円の増加と

なっている。これは主として，地方債の増加により，元利償還金及び準元利償還金の土

地造成特別会計が増加したことによるものである。

（イ） 特定財源の状況について

（単位：千円,％）

区 分 平成 22 年度 平成 21 年度 増減額 増減率

市営住宅使用料 32,794 32,208 586 1.8

都市計画事業の財源として発行された

地方債償還額に充当した都市計画税
153,400 156,049 Δ2,649 1.6

簡易水道建設費負担金 802 802 0 0.0

合 計 186,996 189,059 Δ2,063 1.0

（注）特定財源は公債費に充当されているものである。

特定財源は 1 億 8,699 万円で，前年度に比べ 206 万円の減少となっている。これは

主として，咋年度から始まった都市計画事業の財源として発行された地方債償還額に

充当した都市計画税が減少したことによるものである。
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（ウ）元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額の状況について

（単位：千円,％）

区 分 平成 22 年度 平成 21 年度 増減額 増減率

災害復旧費等に係る基準財政需要額

（注 1）
810,795 807,783 3,012 0.3

事業費補正により基準財政需要額に算入

された公債費 （注 2）
337,122 333,280 3,842 1.1

密度補正により基準財政需要額に算

入された元利償還金 （注 3）
8,626 8,628 Δ2 0.0

合 計 1,156,543 1,149,691 6,852 0.5

（注 １）下水道事業債，減税補てん債及び臨時財政対策債償還金が主なものである。

（注 ２）道路橋りょう費や下水道事業費の市債償還金が主なものである。

（注 ３）一般会計出資債である。

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額は 11 億 5,654 万円で，前

年度に比べ 685 万円（0.5％）増加となっている。これは主として災害復旧費等に係

る基準財政需要額及び事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費が増加

したことによるものである。
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(4) 将来負担比率

地方公共団体の一般会計借入金（地方債）や将来支払っていく可能性のある負担等の現

時点での残高の程度を指標化し，将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すもので，

比率は次の算式による。

将来負担比率＝

将来負担比率は，次表のとおりである。

（単位：％,ポイント）

区 分 平成 22 年度 平成 21 年度 増 減

将来負担比率（Ａ－Ｂ）/（Ｃ－Ｄ） 235.5 246.3 Δ10.8

（単位：千円,％）

区 分 平成 22 年度 平成 21 年度 増 減 増減率

Ａ 将来負担額 31,618,969 31,962,372 Δ343,403 Δ1.0

Ｂ
充当可能な財源（基金・特

定歳入等）
16,630,577 16,622,317 8,260 0.0

（Ａ－Ｂ） 計 14,988,392 15,340,055 Δ351,663 2.2

Ｃ 標準財政規模 7,518,400 7,376,288 142,112 1.9

Ｄ
元利償還金・準元利償還金に

係る基準財政需要額算入額
1,156,543 1,149,691 6,852 0.5

（Ｃ－Ｄ） 計 6,361,857 6,226,597 135,260 2.1

平成２２年度の将来負担比率は，235.5％で前年度に比べて 10.8 ポイント改善してい

る。これは将来負担額から充当可能な財源を差し引いた負担額が，前年度に比べ 3 億

5,166 万円（2.2％）減少し，分母である標準財政規模から元利償還金・準元利償還金に

係る基準財政需要額算入額を差し引いた額が前年度に比べ 1 億 3,526 万円（2.1％）増

加したことによるものである。

当年度の指数は，財政の健全化を示す早期健全化基準（350.0％）を下回った数値と

なっている。

この数値は，低い方が将来の財政を圧迫する可能性が低いといえる。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
標準財政規模 Ｃ ― 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 Ｄ

将来負担額 Ａ ― 充当可能な財源（基金・特定歳入等）Ｂ
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（ア） 将来負担額の状況について

（単位：千円,％）

区 分 平成 22 年度 平成 21 年度 増減額 増減率

地方債の現在高 19,321,702 18,837,392 484,310 2.5

債務負担行為に基づく支出予定額 466,472 533,278 Δ66,806 Δ12.5

公営企業債等繰入見込額 6,869,699 7,550,567 Δ680,868 Δ9.0

組合等への負担等見込額 0 0 0 －

退職手当負担見込額 2,340,763 2,439,424 Δ98,661 Δ4.0

設立法人の負債額等負担見込額 2,620,333 2,601,711 18,622 0.7

内

訳

大竹土地開発公社 2,616,370 2,601,711 14,659 0.5

第三セクター等 3,963 0 3,963 皆増

合 計 31,618,969 31,962,372 Δ343,403 Δ1.0

将来負担額は 316 億 1,896 万円で，前年度に比べ 3 億 4,340 万円（1.0％）の減少

となっている。これは公営企業債等繰入見込額及び退職手当負担見込額の現在高が減

少したことによるものである。

（イ）充当可能な財源（基金・特定歳入など）の状況について

（単位：千円,％）

区 分 平成 22 年度 平成 21 年度 増減額 増減率

充当可能な基金 (注１) 2,809,721 2,832,385 Δ22,664 Δ0.8

充当可能な特定歳入 (注 2) 1,491,203 1,610,176 Δ118,973 Δ7.3

うち都市計画税充当見込額 1,229,263 1,345,835 Δ116,572 Δ8.6

基準財政需要額へ算入される見込額(注 3) 12,329,653 12,179,756 149,897 1.2

うち臨時財政対策債償還費等公債費 8,308,242 8,197,390 110,852 1.3

合 計 16,630,577 16,622,317 8,260 0.0

（注 １）地方自治法 241 条に規定する基金であって，現金・預金・国債等で保有しているもの。

（注 ２）地方債の償還に充当できる国・県等からの補助金，公営住宅の賃貸料及び都市計画税などを対象と

している。

（注 ３）普通交付税の算定基礎となるもので，地方公共団体の財政需要を合理的に算出した額のうち，公債

費等について国の定めた算定額を財政需要額に算入するもの。

充当可能な財源は，財政調整基金など１０基金 28 億 972 万円，都市計画事業の財源と

して発行された地方債償還額に充当した都市計画税などの特定歳入 14 億 9,120 万円，地

方交付税の算定に用いる基準財政需要額算入見込額は 123 億 2,965 万円となり，全体で

は 166 億 3,057 万円となっている。これを前年度に比べると 826 万円（0.0％）増加して

いる。

これは，都市計画税などの充当可能な特定歳入が減少したが，基準財政需要額へ算入

される見込額が増加し，ほぼ前年度並みとなっている。
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３ 資金不足比率

公営企業の資金不足額を，公営企業の事業規模と比較して指標化し，経営状況の深刻

度を示すものである。

資金不足比率の状況は次のとおりである。

（単位：％）

会 計 名 平成 22 年度 平成 21 年度 増 減
経営健全化

基準

法適用企業

水道事業会計 － － －

20.0

工業用水道事業会計 － － －

公共下水道事業会計 － － －

法非適用

企業

農業集落排水特別会計 － － －

漁業集落排水特別会計 － － －

土地造成特別会計 － － －

いずれの会計も資金不足は生じておらず，資金不足比率は「－」で表示した。

本市の比率は，いずれも国の示す基準では，財政の健全段階の範囲である。

[経営健全化基準の適用]

資金不足比率が経営健全化基準以上の場合には，議会の議決を経て経営健全化計画を

定めることとなる。

(1)法適用企業

法適用企業の資金剰余額の状況は，次表のとおりである。

(単位：千円)

区 分 会計年度

Ａ

流動負債

Ｂ

建設改良費等

以外の経費の

財源に充てる

ために起こし

た地方債の現

在高

Ｃ

流動資産

Ｄ

解 消 可

能 資 金

不足額

資 金 剰 余

額

Ｅ

事業規模

水道事業会計

平成 22 年度 160,844 0 993,151 0 832,307 476,778

平成 21 年度 155,786 0 910,035 0 754,249 481,090

増 減 額 5,058 0 83,116 0 78,058 Δ4,312

工業用水道事業

会計

平成 22 年度 10,917 0 456,356 0 445,439 544,877

平成 21 年度 26,208 0 345,581 0 319,373 544,594

増 減 額 Δ15,291 0 110,775 0 126,066 283

公共下水道事業

会計

平成 22 年度 110,097 0 427,099 0 317,002 731,646

平成 21 年度 151,007 0 407,456 0 256,449 734,391

増 減 額 Δ40,910 0 19,643 0 60,553 Δ2,745
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比率は次の算式による

資金不足比率 ＝

公営企業における法適用企業の資金剰余額は，水道事業会計で 8 億 3,230 万円となり，

前年度に比べ 7,805 万円，工業用水道事業会計で 4 億 4,543 万円となり，前年度に比べ

1 億 2,606 万円，公共下水道事業会計で 3 億 1,700 万円となり，前年度と比べ 6,055 万

円とそれぞれ増加となっている。

(2)法非適用企業

法非適用企業の資金剰余額の状況は，次表のとおりである。

(単位：千円)

区 分 会計年度

Ａ

繰上充用額

Ｂ

支払繰延額・事

業繰越額

Ｃ

建設改良費等以

外の経費の財源

に充てるために

起こした地方債

の現在高

Ｄ

解消可

能資金

不足額

資金剰

余額

Ｅ

事業規模

農業集落排水

特別会計

平成22年度 0 0 0 0 0 6,504

平成21年度 0 0 0 0 0 6,615

増 減 額 0 0 0 0 0 Δ111

漁業集落排水

特別会計

平成22年度 0 0 0 0 0 4,087

平成21年度 0 0 0 0 0 4,186

増 減 額 0 0 0 0 0 Δ99

土地造成

特別会計

平成22年度 464,123 9,568,289 0 0 0 10,032,412

平成21年度 464,577 10,303,388 0 0 0 10,767,965

増 減 額 Δ454 Δ735,099 0 0 0 Δ735,553

比率は次の算式による。

資金不足比率 ＝

農業集落排水特別会計及び漁業集落排水特別会計については，資金不足額を生じていな

い。これは一般会計からの繰入金により収支均衡を図っているためである。土地造成特別

会計についても，資金不足額は生じていない。これは次年度からの繰上充用金で収支均衡

を図っているためである。

――――――――――――――――――――――――――――――――

資金不足額 { （流動負債 Ａ＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるため

に起こした地方債の現在高 Ｂ－流動資産 Ｃ）－解消可能資金不足額 Ｄ ｝

事 業 規 模 Ｅ

――――――――――――――――――――――――――――――――――

資金不足額 { （繰上充用額 Ａ＋支払繰延額・事業繰越額 Ｂ＋建設改良費等以外の経

費の財源に充てるために起こした地方債の現在高 Ｃ）－解消可能資金不足額 Ｄ ｝

事 業 規 模 Ｅ



13

第５ まとめ

１．実質赤字比率について

一般会計等の実質収支額の合計は 3,178 万円の黒字で，前年度に比べ 1,211 万円

の減少となっているが，実質赤字比率の算定ではなく，参考としての比率は△

0.42％となり，前年度に比べて 0.17 ポイントの悪化となっている。

２．連結実質赤字比率について

本市の連結収支額等の合計は 16 億 5,703 万円の黒字で，前年度に比べ 2 億 5,571

万円の増加となっている。この結果，連結実質赤字比率の算定ではなく，参考とし

ての比率は，△22.03％となり前年度に比べ 3.04 ポイントの改善となっている。こ

れは主として，一般会計及び公営企業以外の特別会計の実質収支額が減少したが，

公営企業の水道事業，工業用水道事業及び公共下水道会計の資金剰余額が増加した

ことによるものである。

実質赤字比率及び連結実質赤字比率は，地方公共団体の赤字の程度を指標化した

もので，当年度の実質収支額は黒字であり資金不足額も生じていないため，国の示

す基準では健全段階の範囲となっている。

３．実質公債費比率について

一般会計の公債費及び公営企業会計の元利償還などの元利償還金・準元利償還金

は 24 億 910 万円で，前年度に比べ 6,223 万円（2.6％）の増加となっている。また，

都市計画事業の財源として発行された地方債償還額に充当した都市計画税などの

特定財源は，1 億 8,699 万円で，前年度に比べ 206 万円（1.0％）の減少となり，

元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額は 11 億 5,654 万円で，前年度と

比べ 685 万円（0.5％）の増加となっている。

一方，一般財源の標準的な規模を示す標準財政規模は 75 億 1,840 万円で，前年

度に比べ 1 億 4,211 万円（1.9％）の増加となっている。

この結果，実質公債費比率は，単年度では 16.7％で，前年度に比べ 0.5 ポイント，

３ヵ年平均では 16.0％で，前年度に比べ 0.6 ポイントの悪化となっているが，早期

健全化基準の数値は下回っている。

この比率は，借入金の返済額及びこれに準ずる額の大きさを指標化し，資金繰り

の危険度を示したものである。

４．将来負担比率について

一般会計等が将来負担する可能性のある将来負担額は 316 億 1,896 万円で，前年

度に比べ 3 億 4,340 万円（1.0％）の減少となり，充当可能な財源は 166 億 3,057

万 7 千円となり，前年度に比べ 826 万円（0.0％）の増加となっている。この結果，

将来負担比率は 235.5％で，前年度に比べ 10.8 ポイント改善しており，早期健全化

基準を下回った数値となっている。

この比率は，地方公共団体の一般会計等の借入金（地方債）や将来支払っていく

可能性のある負担額等を指標化し，将来の財政経営を圧迫する度合いを示したもの

である。
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なお，将来負担比率が前年を下回った要因は，将来負担額が減少し，標準財政規

模額が増加したためである。

５．資金不足比率について

公営企業における法適用企業の資金剰余額は，水道事業会計では 8 億 3,230 万円

となり，前年度に比べ 7,805 万円の増加，工業用水道事業会計では 4 億 4,543 万円

となり，前年度に比べ 1 億 2,606 万円の増加，公共下水道事業会計では 3 億 1,700

万円となり，前年度に比べ 6,055 万円の増加となっており，いずれも剰余額が生じ

ている。

この比率は，公営企業の資金不足額を，公営企業の事業規模と比較して指標化し，

経営状況の深刻度を示すものであるが，当年度は資金不足が生じていないため，国

の示す基準では健全段階の範囲となっている。

また，工業用水道事業会計の剰余金の中には他会計からの長期借入金 6 億円が含

まれている。

法非適用企業の農業集落排水特別会計及び漁業集落排水特別会計については，資

金不足は生じていない。これは一般会計からの繰入金により収支の均衡を図ってい

るためである。また，土地造成特別会計につても資金不足は生じていない。これは

当年度実質赤字額4億6,412万円を次年度繰上充用金で収支の均衡を図っているた

めである。
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第６ 監査意見

当年度の本市の実質赤字比率，連結実質赤字比率は，実質収支額が黒字になってい

るため該当の数値はない。実質公債費比率は前年度に比べ 0.6 ポイントの悪化となっ

ているが，将来負担比率は前年度に比べて 10.8 ポイントの改善となっている。資金不

足比率は，いずれも資金に不足額が生じていないため該当の数値はない。

歳入については，本市の市税の収納率は平成１７年度から引き続き県下の市では１

位となっているが，経済状況の悪化等により収納率は下降に転じている。今後も収納

率の維持・向上には大変な苦労を伴うと思慮されるが，事務手続等を再確認され，本

市の歳入確保に努められる事を望むものである。

地方債の現在高については，前年度に比べ 2.5 ポイント増加しており，今後も小方

小・中学校の建設に伴う地方債の発行残高が増加することが見込まれる。このため，

借入限度額を設定するなど残高の削減に努め，地方債の発行総額の一層の適切な管理

をされたい。

また，地方債に係る利息の軽減策として低金利への借換えなどを積極的に行い公債

費の削減に努められたい。

将来負担については，本市は大願寺山開発に伴う大きな債務の償還という重荷を背

負っており，本市の収支状況などを的確に把握し，着実な返済計画のもとに健全性の

確保を図っていく必要がある。

さらに，公営企業会計については，基本的には独立採算による事業運営を図ってい

くことが望まれる。そのためにも，経営状態の的確な把握による経費の見直しや業務

の改善による収入の向上に努める必要がある。

本市の健全な財政運営を安定的に実現し維持するために，経営方針である総合計画

の理念に基づいて作成される実施計画は，これまでの行財政改革の取組結果や最近の

経済財政状況等を踏まえ，関連する情報を的確に把握・分析し，将来の財政健全化の

各指標に係る目標値が反映された，実効性のある計画となることが重要である。

本市の健全化判断比率及び資金不足比率いずれも，国の示す基準では健全段階の範

囲となっている。しかし，この比率はあくまでも財政の不健全な状態を示す目安に過

ぎず，従来から財政運営を行う上で用いる経常収支比率なども判断指標に含め，早期

健全化基準に近づかない財政運営を推進するよう要望するものである。


